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特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
及
び
二
千
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
政
府
代
表
の
設
置
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

  

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
及
び
二
千
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
政
府
代
表
の
設
置
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

  

第
一
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）
」
を

付
し
、
同
条
の
う
ち
第
七
条
の
二
の
改
正
規
定
中
『
百
分
の
二
十
」
』
を
『
百
分
の
百
五
十
五
」
』
に
、
「
百
分
の
二
十
五
」

及
び
「
百
分
の
百
八
十
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
」
に
改
め
る
。

  

第
二
条
を
削
り
、
第
三
条
を
第
二
条
と
す
る
。

  

附
則
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
条
の
規
定
」
を
『
第
一
条
中
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
二
の
改
正
規

定
（
「
内
閣
総
理
大
臣
等
」
の
下
に
「
（
秘
書
官
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
』
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
附
則
第
四
項
」
を
「
附
則
第
五
項
」
に
改
め
る
。

  

附
則
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
（
平
成
十
四
年
度
の
分
と
し
て
支
給
す
る
給
与
に
係
る
特
例
措
置
）
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３  
政
府
は
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
平
成
十
四
年
度
の
分
と
し
て
支
給
す
る
給
与
に
つ
い
て
、
一
般
職
の
職

員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
　
　
　
号
）
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
講

ぜ
ら
れ
る
措
置
に
準
じ
た
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


